
エステの中途解約には期限があります！無料相談のお知らせ。

今年に入り、エステの中途解約のご相談が何件も相当に寄せられています。

しかし、中には残念ながら当方でも解約の代行ができないものもあります。

中途解約は、エステ契約書の有効期限内にのみ可能だからです。

エステサロンが気に入らず、なんとなく足が遠のいている方、
その契約期限内に解約手続きを取りましょう。

解約は書面ですることが法律で定められています。
トラブルを未然に防ぐために、
内容証明による通知がお薦めですが、

なかなか一般の方には難しい内容証明。

阿部行政書士事務所では、
リーズナブルな価格で、内容証明による解約手続きを代行しています。

ただ今、エステの中途解約について無料相談実施中ですので、
是非気軽にお問合せください。

■お問合せ
阿部行政書士事務所
代表 阿部貴子
サイトhttp://esute-sos.com/kaiyaku/
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